
仕様書番号  ８各企第１１号 

ＳＮＳ広告配信等業務委託仕様書 

 

１．業務名 

ＳＮＳ広告配信等業務委託 

 

２．履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３. 履行場所 

  市が指定する場所 

 

４．業務の目的 

シティプロモーション事業の一環として、名古屋圏の２０～３０代の子育て世代をメインター

ゲットに設定し、都市の利便性と自然の豊かさの両方を身近に感じられる暮らしやすさや、充実

した子育て・教育施策等、市の魅力をＳＮＳ広告で発信する。これまで市との関わりが少なかっ

た方にも情報を届けることで、認知度の向上や興味関心の喚起、移住定住の促進を図る。 

 

５．業務内容 

（１）広告デザイン及びランディングページ（以下、「ＬＰ」という。）の作成 

・ＳＮＳ広告に使用するバナー（静止画）を２つ以上作成すること。 

・バナーは、都市の利便性と自然の豊かさが共存する暮らしやすさなど、市の魅力がメインター

ゲットに伝わるデザインを提案し、市と協議の上決定すること。 

・バナー（静止画）とは別に、インスタグラムの特性（ストーリーズ、リール等）に最適化した

縦型動画広告（１５秒～３０秒程度）等、他のタイプの広告デザインを作成してもよいことと

する。 

・各バナーからのランディング先となるＬＰを１つ作成すること。ＬＰの作成にあたっては、市

が指定するドメインを使用すること。なお、スマートフォンでの閲覧に最適化したレスポンシ

ブ対応（モバイルファーストのデザイン）を必須とする。 

・ＬＰは、子育て・教育に関する施策や制度等、移住促進につながる内容を簡潔にまとめて掲載

すること。また、各務原市公式ウェブサイト（https://www.city.kakamigahara.lg.jp/）また

は各務原市移住定住ウェブサイト（https://ourfavorite-kakamigahara.jp/）等（以下、「市

ウェブサイト」という。）へ誘導すること。なお、作成したＬＰは市と協議の上決定すること。 

・バナー及びＬＰの作成にあたり、写真は原則市が提供したものを使用し、デザインはユニバー

サルデザインに配慮したものにすること。また、校正は２回以上すること。 

（２）広告配信・運用業務 

 ・配信する広告媒体は、Ｉｎｓｔａｇｒａｍとする。ただし、これとは別に他の媒体も活用する

ことができるものとする。市の魅力をメインターゲットに効果的に伝えることができる媒体が

あれば、その選定理由と合わせて提案すること。 

 ・配信対象は名古屋圏の２０～３０代とする。この他エリア等の配信対象の詳細は、市と協議し



決定すること。なお、ターゲティング設定にあたっては、「子育て」「マイホーム」「移住」等

の興味関心ターゲティングの掛け合わせについても提案すること。 

 ・（１）で作成した広告配信によって見込まれる「広告が表示される回数（インプレッション数）」

や「クリックされる回数」の目安（参考値）を提案すること。なお、これらの数値は確約（保

証）を求めるものではなく、一般的な市場データや過去の事例に基づいた「計算の根拠（予測）」

が示されていれば足りるものとする。 

・広告配信は、３か月を目安とする。 

・配信した広告に関して、運用状況を最低週１回以上確認・管理し、クリエイティブごとの効果

検証（ＡＢテスト等）を配信期間中に繰り返し行うこと。インプレッション数やクリック率等

の成果が芳しくない場合、配信期間中であってもターゲティング設定やクリエイティブの変

更・最適化を迅速に市へ提案し、変更や再配信等を行うこと。 

（３）結果報告・検証 

 ・実施した各広告のＬＰ到達数（率）、インプレッション数、リーチ数、クリック数（率）、シェ

ア数、いいね数、コメント数等を報告すること。 

 ・ＬＰから市ウェブサイトへのアクセス数等を報告すること。 

 ・広告結果の検証・分析を行い、成果と課題を明確にして報告すること。 

・報告は、月次、最終に分けて行うこと。 

（４）自由提案 

 ・事業実施に際し、より効果的な取り組み等があれば提案すること。 

  ただし、自由提案の実施に要する経費は、業務委託料に含めるものとする。 

（５）成果品の提出 

受注者は、次のものを本業務の成果品として市に納品すること。 

・（１）で作成したバナー及びＬＰのデータ。なお、データ形式については市と協議し決定する

こと。 

・（３）でまとめた結果等に関する資料データ。なお、データ形式については市と協議し決定す

ること。 

 

６．業務委託料 

業務委託料          円（消費税及び地方消費税を含む） 

「広告配信・運営費」には、媒体社に直接支払われる「純広告費（広告原資）」と、受注者の

「運用代行手数料」が含まれるものとする。 

 

内訳 

業務内容 数量 金額（円） 

広告作成費 一式  

広告配信・運営費 一式  

レポート・分析費 一式  

小計  

消費税（10％）  

合計  



７．契約代金の支払い時期及び方法 

契約金額の支払い方法は、業務終了後一括払いとする。完了届を受理した日から１０日以内に

検査をし、当該検査後、適法の支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

８．その他 

（１）成果品の納入場所は、市が指定する場所とする。 

（２）委託業務の履行にあたっては、市と十分な連携及び協議を図り、その指示に従うこと。 

（３）業務を円滑に行うため、打ち合わせ、業務に関する情報提供等、受注者は市への協力を惜し

まないものとする。なお、打ち合わせ等に関する交通費は、全て本契約に含まれるものとする。 

（４）本業務の成果品に係る所有権並びに著作権等一切の権利は市に帰属するものとし、市が自ら

使用するために必要な範囲において随時利用できるものとする。受注者は、成果品が著作物に

該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。 

（５）成果品に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受注者の責任において

無償で訂正、補償等を行うものとする。 

（６）第三者が保有する著作権等の権利を利用する場合は、許可等を得て利用すること。その際に

発生する費用については、本契約に含むこととする。 

（７）本業務により生じた第三者との争いについては、受注者が責任をもって解決し、市へ報告を

することとする。 

（８）受注者が業務を遂行するにあたり、必要となるすべての経費は契約金額に含まれるものとし、

市は契約金額以外の費用を負担しない。 

（９）その他、仕様書に定めのない事項が生じた場合は、速やかに企画広報課の担当職員と協議し、

その指示に従うこと。 

（１０）受注者は各務原市契約約款及び仕様書等に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履

行しなければならない。 

 

９．業務の適正な実施に関する事項 

（１）関係法令の遵守 

委託業務の遂行について関連する法令等がある場合は、当該法令等を遵守すること。 

（２）業務の一括再委託の禁止 

受注者は、受注者が一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、

業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、市と協議の上、業務の一部を委託す

ることができる。 

（３）個人情報保護 

受注者が委託業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する

法律（平成十五年法律第五十七号）及びこの法律の施行のために市が定める条例等に基づき、

その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。

詳細は、別紙「個人情報取扱事項」を参照すること。 

（４）守秘義務 

受注者は委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のた

めに利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 



（５）業務の継続が困難となった場合の措置について 

市と受注者との契約期間中において、受注者による業務の継続が困難になった場合の措置は

次のとおりとする。 

・受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、市は契約の解除ができ

る。この場合、市に生じた損害は、受注者が賠償するものとする。 

・その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

災害その他不可抗力等、市及び受注者双方の責に帰することができない事由により業務の継続

が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わ

ない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。 

（６）受注者の責務について 

受注者は、円滑に業務が行えるよう十分な体制をとること。また、業務遂行に伴って関係機

関等との間で生じたトラブル等については、受注者が責任をもって対応すること。 

（７）暴力団等による不当介入への対応について 

・受注者は契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして

合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を

受けたときは、市長及び各務原警察署長へ通報しなければならない。なお、正当な理由がなく

通報がない場合は入札参加資格停止の措置を行うことがある。 

・受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完

了することができないときは、契約書等に基づき協議を行うものとする。 



個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者（以下「乙」という。）は、個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第９項に規

定する特定個人情報を含む。以下同じ。）の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当た

っては、番号法及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「保護法」という。）

の規定を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなけれ

ばならない。 

 （従事者の明確化） 

第２条 乙は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）の実施における個人情報の取扱いの

責任者及び事務に従事する者（以下「従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、発注者（以

下「甲」という。）に届け出なければならない。責任者及び従事者を変更する場合も、同様とする。 

２ 乙は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

 （従事者に対する周知） 

第３条 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報の内

容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反したときは、番

号法又は保護法の規定に基づき処罰されるおそれがあることその他個人情報の保護に関し必要な事

項を周知しなければならない。 

（従事者に対する監督及び教育） 

第４条 乙は、従事者に対し、本特記事項に定める事項を遵守し、適切に実施するよう監督しなければ

ならない。 

２ 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において従事者が遵守

すべき事項その他本件業務の適切な実施に必要な教育及び研修を、従事者全員に対して実施しなけれ

ばならない。 

 （秘密の保持） 

第５条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （再委託の禁止） 

第６条 乙は、本件業務を第三者に委託してはならない。（以下「再委託」という。）ただし、甲の承諾

があるときは、この限りでない。 

２ 乙は、本件業務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらか

じめ次に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 

（１）再委託を行う業務の内容 

（２）再委託で取り扱う個人情報 

（３）再委託の期間 

（４）再委託の相手方（名称、代表者、所在地及び連絡先） 

（５）再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

（６）再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

（７）再委託の相手方の監督方法 

３ 乙は、本件業務を再委託しようとする場合、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守

させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による

個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

４ 乙は、本件業務を再委託しようとする場合、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理

の方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、本件業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状

況等を甲に報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は原則として認めない。ただし、



甲の承諾があるときは、この限りでない。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第２項各号に規定する項目を

記載した書面に代えて、次に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければなら

ない。 

（１）再々委託を行う業務の内容 

（２）再々委託で取り扱う個人情報 

（３）再々委託の期間 

（４）再々委託の相手方（名称、代表者、所在地及び連絡先） 

（５）再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

（６）再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写し） 

（７）再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対

して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第７条 乙は、前条第１項ただし書に規定する再委託を受けた者及び前条第６項ただし書に規定する

再々委託を受けた者は、本件業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保

持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、

第５条に準ずるものとする。 

２ 乙は、前条第１項ただし書に規定する再委託を受けた者及び前条第６項ただし書に規定する再々委

託を受けた者は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、労働者派遣契約の

内容にかかわらず、乙は甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 

 （複写等の禁止） 

第８条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本件業務を処理するために甲から引渡しを受けた

個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 （取得の制限） 

第９条 乙は、本件業務を処理するために個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第１０条 乙は、本件業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者

に提供してはならない。ただし、番号法又は保護法の規定により当該利用又は提供が認められ、かつ、

甲の書面による事前の承諾がある場合は、この限りでない。 

（責任体制の整備） 

第１１条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しな

ければならない。 

 （個人情報の安全管理） 

第１２条 乙は、本件業務を処理するために収集し、若しくは作成した個人情報又は甲から提供された

資料に記録された個人情報を漏えいし、紛失し、棄損し、又は滅失することのないよう、当該個人情

報の安全な管理に努めなければならない。 

２ 乙は、甲から本件業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を

提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項の個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、あらかじめ甲に

届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも同様とする。 

４ 乙は、甲が同意した場合を除き、第１項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

５ 乙は、第１項の個人情報を運搬する場合は、その方法（以下この項において「運搬方法」という。）

を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするとき

も同様とする。 

６ 乙は、本件業務を処理するために作業場所に私用端末、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで

使用してはならない。 



７ 乙は、本件業務を処理する端末等に個人情報の漏えいにつながるおそれがある業務に関係のないア

プリケーションをインストールしてはならない。又、業務に必要なアプリケーションをインストール

する際は、甲の承諾を得なければならない。 

８ 乙は、第１項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次に定めるところにより管理しなければな

らない。 

 （１）個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管

しなければならない。 

 （２）個人情報を電子データで保存し、又は持ち出すときは、暗号化処理又はこれと同等以上の保護

措置をとらなければならない。 

 （３）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアッ

プデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならな

い。 

 （４）個人情報を管理するための台帳を整備し、当該台帳に個人情報の受渡し、使用、複写若しくは

複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者氏名を記録しなければならない。 

９ 本件業務の履行のため、従事者が甲の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、

個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われてい

るところに立ち入る場合は、甲の指示に従わなければならない。 

 （情報システムにおけるセキュリティ事項） 

第１３条 本件業務の従事者以外の者に本件業務を処理させないこと。さらに、取り扱う個人情報の秘

匿性等その内容に応じて、次の対策を行うこと。 

２ 従事者以外が個人情報にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必

要な処置を行うこと。 

３ 従事者が個人情報にアクセスする場合の証跡を残すため、ログ等の取得を行うこと。 

４ 本件業務で取り扱う端末を特定し必要最小限とすること。 

５ 遠隔からアクセスを行う場合は、ネットワーク機器の通信経路の暗号化やその通信の監視等の対策

を行うこと。 

６ パスワードは初期パスワードからの変更や必要十分な桁数を備える等、第三者に容易に推測できな

いよう設定を行うこと。 

７ 本件業務にて知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止のため、メール送信時は、ＢＣＣ（ブ

ラインド・カーボン・コピー）の徹底、複数の者による確認やチェックリストの活用等の措置を講じ

ること。 

８ 外部からの不正アクセスによる被害を防ぐため、端末には最新のウイルス定義ファイルおよびセキ

ュリティ更新プログラムを適用すること。 

９ 情報システムの欠陥の是正及び脆弱性を検知した際の対策について計画を策定し実施すること。 

１０ 情報システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等のセキュリティ対策が有効に機能していることの

継続的な監視と確認を行い、定期的な見直しを行うこと。 

 （返還、廃棄又は消去） 

第１４条 乙は、本件業務を処理するために甲から引き渡され、又は自ら作成し、若しくは取得した個

人情報について、本件業務完了時に甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読又は

復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を

使用し、当該個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。 

４ 乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項

目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書

面）を甲に提出しなければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会を求められたときは、これに応じなければならない。 

 （事故発生時の対応） 



第１５条 乙は、本件業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合、又は生じるおそれがある

ことを知ったときは、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に直ち

に報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、

前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、甲と協議の上、２次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい

等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

 （立入調査等） 

第１６条 甲は、本件業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要

な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙（再委託をしている

場合は再委託先を含む。）に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものと

する。この場合において、乙は、甲から改善を指示された場合は、その指示に従わなければならない。 

 （契約の解除） 

第１７条 甲は、乙が本件特記事項に定める義務を果たさない場合、又は果たすことができない場合は、

本件業務に関する契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を

求めることはできない。 

 （損害賠償） 

第１８条 乙は、本件特記事項に定める義務に違反し、又はその義務を怠ったことにより、甲が損害を

被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 

 

 


